
 
新

ガ

イ

ド

ラ

イ

ン

関

連

法

案

が

成

立

し

た

ら

！

 

 
「

な

ぜ

、

米

軍

の

言

い

な

り

に

 

 
 

 
 

 
 

 

戦

争

に

協

力

す

る

の

か

」

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

―

Ａ

Ｗ

Ａ

Ｃ

Ｓ

配

備

も

、

そ

の

た

め

だ

っ

た

の

か

？

―

 

 

◎

新

ガ

イ

ド

ラ

イ

ン

関

連

三

法

案

（

周

辺

事

態

措

置

法

案

・

自

衛

隊

法

改

正

案

・

物

品

提

供

協

 

力

法

案

）

は

、

米

軍

の

行

う

戦

争

に

、

日

本

の

自

衛

隊

を

始

め

、

地

方

自

治

体

、

民

間

企

業

 

な

ど

、
全

国

民

が

協

力

さ

せ

ら

れ

る

法

案

で

す

。
米

軍

の

要

求

に

、
日

本

国

民

が
「

ハ

イ

ハ

 

イ

」

と

協

力

す

る

こ

と

に

な

る

の

で

す

。

 

 
 

日

本

国

憲

法

で

「

戦

争

放

棄

」

を

宣

言

し

た

我

が

国

が

、

米

軍

の

行

う

戦

争

に

協

力

す

る

 

こ

と

が

許

さ

れ

る

の

で

し

ょ

う

か

？

 

あ

な

た

は

、

ど

う

お

考

え

で

す

か

？

 

  

▽

米

 

軍

 

「

お

い

、

戦

闘

機

の

燃

料

が

な

く

な

っ

た

、

す

ぐ

補

給

し

て

く

れ

！

」

 

 

▼

自

衛

隊

 

「

ハ

イ

ハ

イ

、

た

だ

い

ま

、

大

至

急

お

届

け

し

ま

す

」

 

 

▽

米

 

軍

 

「

負

傷

兵

が

五

〇

名

出

た

！

ベ

ッ

ド

を

五

〇

床

、
す

ぐ

空

け

て

、
救

急

車

も

」

 

 
 

▼

地

方

自

治

体

「

ハ

イ

、

三

人

位

な

ら

な

ん

と

か

…

。

五

〇

人

で

は

無

理

で

す

…

」

 

 

▽

米

 

軍

 

「

大

至

急

だ

！

周

辺

事

態

法

で

協

力

す

る

こ

と

に

な

っ

て

い

る

。

急

げ

！

」

 

 
 

▼

地

方

自

治

体

「

と

言

わ

れ

ま

し

て

も

…

。

ハ

イ

、

何

と

か

手

配

し

て

み

ま

す

。

―

し

か

し

、

 
 

 
 

 
 

 

日

本

の

患

者

さ

ん

を

ど

こ

へ

移

し

た

ら

良

い

の

か

…

困

っ

た

、

困

っ

た

―

」

 

 
 

▽

米

 

軍

 

「

武

器

・

弾

薬

、

ミ

サ

イ

ル

、

燃

料

を

、

今

す

ぐ

浜

松

基

地

に

運

び

た

い

。

そ

 
 

 
 

 
 

 

の

た

め

に

、

東

名

高

速

道

路

を

、

至

急

、

専

用

で

使

い

た

い

」

 

 

▼

道

路

公

団

「

ハ

イ

ハ

イ

、

す

ぐ

日

本

の

車

の

通

行

を

止

め

、

都

合

を

つ

け

ま

す

」

 

  
 

 

最

悪

の

場

合

は

、

こ

の

よ

う

な

状

況

に

な

る

か

も

し

れ

ま

せ

ん

。

さ

ら

に

、

仮

に

米

軍

の

 

相

手

が

強

い

場

合

に

は

、

米

軍

基

地

を

抱

え

、

米

軍

に

協

力

す

る

日

本

は

報

復

攻

撃

を

受

け

 

る

こ

と

に

な

る

で

し

ょ

う

。
新

ガ

イ

ド

ラ

イ

ン

関

連

法

案

で

、
予

想

さ

れ

る

こ

と

は

、

こ

う

 

い

う

恐

ろ

し

い

も

の

な

の

で

す

。

 

 

◎

静

岡

県

議

会

は

、
「

周

辺

事

態

法

案

」

に

関

し

て

、

東

富

士

演

習

場

（

米

軍

使

 

用

）

や

、

浜

松

基

地

（

ア

ジ

ア

最

大

の

Ａ

Ｗ

Ａ

Ｃ

Ｓ

基

地

）

が

あ

る

こ

と

な

ど

か

ら

、

県

民

 

の

暮

ら

し

の

安

全

確

保

を

第

一

に

考

え

、
「

深

い

危

惧

の

念

を

抱

き

、
容

認

で

き

な

い

」
と

、 

明

確

な

反

対

の

意

見

書

を

全

会

一

致

で

採

択

し

て

、

政

府

に

突

き

つ

け

ま

し

た

。

 

 

◎

と

こ

ろ

が

、
浜

松

市

議

会

は

、
「

周

辺

事

態

法

案

に

反

対

し

て

下

さ

い

」
と

い

 

う

、
Ａ

Ｗ

Ａ

Ｃ

Ｓ

配

備

に

反

対

す

る

市

民

の

連

絡

会

を

中

心

に

し

た

、

多

数

の

市

民

団

体

・

 

個

人

の

請

願

を

、

そ

っ

け

な

く

不

採

択

と

し

ま

し

た

。

 

 
 

つ

ま

り

、

新

ガ

イ

ド

ラ

イ

ン

に

賛

成

な

の

で

す

。

基

地

を

抱

え

る

浜

松

市

議

会

こ

そ

、

何

 

を

お

い

て

も

、

市

民

の

安

全

を

真

っ

先

に

考

え

ね

ば

な

ら

な

い

の

に

…

。

市

民

は

、

ど

う

な

 

っ

て

も

よ

い

、

と

い

う

の

で

し

ょ

う

か

？

 

そ

う

い

う

議

員

が

、

今

回

も

ま

た

、

た

く

さ

ん

 

当

選

し

ま

し

た

。

 

新

市

長

は

ど

う

で

し

ょ

う

か

？

 

期

待

し

ま

し

ょ

う

！

 

 

◎

新

ガ

イ

ド

ラ

イ

ン

に

賛

成

す

る

の

は

、
米

軍

へ

の

戦

争

協

力

を
「

良

し

」
と

す

る

人

物
（

政

 

党

）

で

す

。

去

る

四

月

二

七

日

に

、

衆

議

院

で

、

新

ガ

イ

ド

ラ

イ

ン

法

案

に

賛

成

し

た

の

は

 

「

自

・

自

・

公

」

で

し

た

。

彼

ら

は

、

平

和

憲

法

を

無

視

し

、

国

民

を

裏

切

り

ま

し

た

。

 



 
 

私

ど

も

「

憲

法

を

守

る

会

」

は

、

平

和

協

力

に

は

大

賛

成

で

す

が

、

戦

争

協

力

に

は

、

絶

 
対

反

対

で

す

。

来

る

、

衆

議

院

選

挙

で

は

、

彼

ら

に

、

審

判

を

下

し

ま

し

ょ

う

！
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│

 
一

九

九

九

年

五

月

九

日

（

日

）

第

三

八

七

回

・

憲

法

を

守

る

平

和

行

進

 
 

 
 

 
│

 

 
 

 
│

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

浜

松

市

憲

法

を

守

る

会

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
│

 

 
 

 
│

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

事

務

局

 

浜

松

市

紺

屋

町

三

〇

一

～

十

五

│
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